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平成1７年度 財政的援助団体等監査の結果に対する措置状況

監 査 の 結 果 措 置 状 況

（財）島根県育英会

（総務部総務課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 高等学校等奨学金貸与事業の円滑な ① 高等学校等奨学金貸与事業の円滑な実施

実施について について

これまで日本育英会が行っていた高等 今後の状況を把握し、事業者所管課に対し

学校等奨学金事業及び県教育委員会が実 適切な対応を求める。

施していた高等学校奨学資金事業につい

ては、これらの事業を統一し、高等学校

等奨学金貸与事業として平成１７年度よ

りこの団体が行うこととなった。

これに伴ない団体の業務量が大幅に増

加することから、今後の状況を把握し適

切な対応に努められたい。

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 事業資金の確保について ① 事業資金の確保について

この団体がこれまで実施している県内 「育英会事業の健全化、内容の充実について

出身の大学生等に対する奨学金などの貸 検討」するため、経営状況改善検討小委員会

与事業については、事務局費の支出、学 を設置した。

生会館の運営に係る補填、奨学金の返還 【５月１５日、経営状況改善検討小委員会開

等の状況から運用財産の取り崩しを余儀 催】

なくされ、将来的に現在の事業規模を維 当育英会の実施している事業は、島根県の

持することが困難になる恐れがある。 若者を育成するためには無くてはならない大

したがって、事務局経費の削減や返還 切な責任を担っているがその一方で、法人設

が滞っている奨学金等への取り組みを強 立の趣旨や目的からは、収益性の極めて低い

。 、化するとともに、長期的な視点に立った 事業を実施することとなっている このため

財源確保について検討されたい。 今後の運営については、人件費をはじめとし

て所要の事務局経費を縮減していかなければ

ならないとはいえ、職員の志気に影響が及ば

ないよう配意が必要である。収益性の低い事

業を実施しながら、低金利時代を乗り切るた

めには、運用財産の取り崩しか行政からの公

的資金による積極的な支援が不可欠である。

当面の支援としては、平成１３年度２月補
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正で、定住誘導基金を補助金としてもらって

いるが、中長期的な経営についてはさらに協

議の必要がある。

また、果実収入のアップや大阪学生会館の

運営改善の取組として入寮費等の見直しが検

討され、６月の定例経営委員会、理事会に報

告することになった。

【６月６日、定例経営委員会開催】

【６月１３日、定例理事会開催】

経営改善検討小委員会の報告を受け継続審

議中である。

② 大阪学生会館（学生寮）の入室率の ② 大阪学生会館（学生寮）の入室率の向上

向上について について

県内出身者で近畿内の大学などに在学 【平成１８年度募集の新規方策】

する学生等に対し、修学の便をはかるた ア、応答学校向け募集方法を、説明会に加え

め７０名定員の学生会館を運営している 個別に高等学校を訪問し周知徹底を図った。

が、平成１７年度当初の入室状況をみる イ、ポスターを作成し、県内の郵便局等に掲

とかなりの空室があった。 示した。

ついては、選考方法などの見直しによ ウ、入寮資格を緩和した （前例のある、大。

り、学生会館の入室率の向上に努められ 学等の専攻科生については、館長の推薦をも

たい。 って採用とした。

【平成１９年度募集の新規方策】

ア、会館付近の大学等を訪問し、協力依頼を

した。

イ、募集要領を会館付近の大学等に配付し協

力を依頼する。

（財）しまね海洋館

（地域政策課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 契約事務について ① 契約事務について

ノート型パソコンの購入契約において 今後は、会計規程で規定している事項を遵、

予定価格を上回った金額で契約をしてい 守して、契約事務を適正に実施するよう徹底

た。 した。

また、財団の会計規則第６０条第１項 また、会計実務研修等へ職員を参加させる

の規定により契約書を作成しなければな ことにより、会計業務に係る遂行能力の向上

らないにもかかわらず、契約書が作成さ を図る。

れていなかった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 今後の集客対策について ① 今後の集客対策について
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平成１２年度開館当初の入館状況は好 平成１７年度の入館者は昨年度対比９９％

調であったが、その後の入館者数は、減 の３８３千人であり、平成１８年度の各月入

少を続けているので、展示方法の検討や 館者は、昨年度同月を若干上回り推移をして

接客サービスの向上、広報・営業活動の いる。

強化等による集客対策を積極的に進めら これは、これまで行ってきたスポットガイ

れたい。 ドやバブルリング等展示の工夫やラッピング

バス広告、ＰＲキャンペーン等の集客対策の

結果であると認識している。引き続き積極的

な集客対策を行っていきたい。

② 経営状況の的確な把握について ② 経営状況の的確な把握について

本財団は基本財産の運用益や県からの 公益法人会計基準（ 公益法人の設立許可「

負担金収入はあるものの、多くは事業収 及び指導監督基準 （平成８年９月２０日閣」

入で運営しており、健全な運営のために 議決定）に準拠して処理しており、経営の健

は収入と支出の適正なバランスを維持す 全化に努めているところである。その中で、

ることが重要である。 経営状況の的確な把握をし、健全運営に努め

そのためには、試算表等の財務諸表の たい。また、経営分析については毎年『経営

活用により経営状況を的確に把握すると 評価』の中で行ってきたところであるが、企

ともに、企業会計的手法による経営分析 業会計的手法の実施についても会計基準に則

の実施についても検討されたい。 り検討していきたい。

また、職員の経営感覚とコスト意識の 職員の経営意識の更なる向上に努め、水族

向上にも努められたい。 館の健全な運営を図りたい。

③ 内部留保資金の活用について ③ 内部留保資金の活用について

財団の平成１６年度の決算では１８億 内部留保資金１８億円の活用方法について

円余の多額の内部留保資金が計上されて 島根県と協議を行った結果①島根県への納付

いる。 ６億円（平成１８年３月３０日納付）②施設

この資金の活用方法については、公益 設備資金６億円（ペンギン舎屋等整備計画平

法人としての性格や財団の設置目的を踏 成２０年度オープン予定）③財政調整資金６

まえた運営方針を定め、集客力向上のた 億円（財政調整基金として個別に管理）とし

めの施設整備の計画等を明確にした上 て活用することとなった。

で、慎重に検討されたい。

（財）島根ふれあい環境財団２１

（環境生活総務課）

（環境政策課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２）団体

ア 改善を要する事項

○公表・指摘事項

① 収入事務について ① 収入事務について

活動団体等に複写機を利用させている 領収書金額の訂正は平成１６年度は行った

が、その領収書（控）の金額が訂正され が、平成１７年度以降は行っていない。

ているものがあった。

イ 運営の合理化に資する意見
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① 環境保全活動支援助成事業の助成対 ① 環境保全活動支援助成事業の助成対象に

象について ついて

この事業の助成対象には、法律に基づ 当助成事業の対象範囲は、あくまでも一般

き市町村が行わなければならない一般 県民の自発的なボランティア活動に対し助成

廃棄物のゴミの分別・収集等を内容と している。市町村が行う一般廃棄物処理（例

する活動も含まれているので、事業の えば、市等が主催するクリーンデイなどに参

助成対象の範囲について検討されたい 加する経費）については助成対象としていな。

い。

なお、ボランティア団体がまちづくりや景

観保全などのための自発的な美化活動は対象

としている。

（財）しまね女性センター

（環境生活総務課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 公益法人会計基準に基づく収支予算 ① 公益法人会計基準に基づく収支予算書に

書について ついて

公益法人会計基準に基づく収支予算 指摘後の平成１７年度収支補正予算書及び

書の総括表が作成されていなかった。 平成１８年度収支予算書から総括表を作成し

ており、今後も作成することとしています。

イ運営の合理化に資する意見

① 自主事業に対する財源確保について ① 自主事業に対する財源確保について

団体の自主事業は、主に、運用財産の 平成１７年度決算においては、施設管理運

取り崩しにより実施しているが、このよ 営事業（施設運営会計）に関しては、経費節

うな状況が続くと、将来的には自主事業 減等により、５百万円余の余剰金を出すこと

の実施が困難となる恐れがある。 ができました。

ついては、団体は、経費の削減を行う また 一般事業 一般会計 や宿泊事業 収、 （ ） （

とともに、自主事業の見直しや財源確保 益事業会計）においても経費節減を図った結

について県と一体となって検討された 果、財団全体では、3,424千円の余剰金を事

い。 業運営基金会計へ繰り入れることができまし

た ［平成１６年度決算では6,161千円の取。

り崩し］

今後も一層経費の節減に努めるとともに、

従来自主事業として行っている事業の内、女

性ファンドの助成対象となる事業について

は、女性団体等に対して、ファンドの活用を

促し、また、実費負担を求めることが妥当な

部分については、負担を求めることなどによ

り、効率的・効果的な事業展開を図ります。
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② 「あすてらす」の利用の促進につい ② 「あすてらす」の利用の促進について

て 女性団体や市町村が行う研修にも企画段階

「あすてらす」の研修室等の貸館施設 からアドバイスを行い、本来の目的である研

や宿泊施設の利用状況は、低迷してい 修施設としての利用促進を図ります。また、

る。特に、研修を目的とした利用は、 研修と宿泊とを一体とした事業の実施を検討

開館当初と比べ大幅に低下しており、 します。

研修参加者の宿泊利用も少ない状況に 施設案内パンフレット、チラシのデザイン

ある。 を変更して増刷するとともに、宿泊施設パン

団体は 「あすてらす」が男女共同 フレットを新しく作成し、県の機関や各種団、

参画社会の実現を図るための中心的施 体、県人会などへも利用を働きかけていきま

設であることから、今後、企画事業、 す。

研修等に工夫を加え、活用を図るとと

もに、県内外の女性団体、市町村等に

対して、貸館施設や宿泊施設の利用に

ついて広報・啓発し、利用の促進に努

められたい。

（財）島根県文化振興財団

（文化国際課）

（文化財課）

（ ）古代文化センター

（生涯学習課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむ

ね適正に執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 文化事業等の実施について ① 文化事業等の実施について

団体は 指定管理者の指定を目指して 指定管理者として、今後も引き続き経費の、 、

組織や職員給与の見直しを行うなど経営 節減などの経営の効率化を図り、健全な経営

の効率化に取り組み、平成１７年４月か に努めるとともに、県民ニーズに応える文化

ら指定を受けた。 事業等の充実に努める。

引き続き、経費の節減などの経営の効

率化に努めるとともに、団体の設立趣旨

を踏まえ広く県民に親しまれる文化事業

等の充実に努められたい。

（財）三瓶フィールドミュージアム財団

（自然環境課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお



- 6 -

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 三瓶自然館と県内博物館等との連携に ① 三瓶自然館と県内博物館等との連携につ

ついて いて

三瓶自然館とアクアス、ゴビウス、世界 指定管理者である三瓶フィールドミュージ

遺産登録 を目指す石見銀山遺跡等とが広 アム財団と協調し、必要に応じて関係部局と

域的に連携ができるよう、周遊ルートの設 調整を行って参りたい。

定や共通パスポートの発行などについて、

関係部局と一体となって検討されたい。

② 三瓶自然館の管理運営について ② 三瓶自然館の管理運営について

三瓶自然館の本館については、空調施 施設の老朽化に対する改修は逐次実施して

設等の老朽化が進んでいるので、大規模 いきたい。

修繕等を検討されたい。 また、ふれあいの里奥出雲公園については

また、平成１６年４月「ふれあいの里 平成１６年度から設置目的を変更し「自然と

奥出雲財団」から引き継いだ「ふれあい 親しむ場を確保し、あわせて自然環境に関す

の里奥出雲公園」については、維持管理 る学習の機会を提供するための施設」として

費の増嵩が見込まれることから、公園の 管理をはじめたところである。平成１７年度

施設の縮小等を含め、今後のあり方を検 においても老朽施設の撤去など管理の改善に

討されたい。 努めたところであるが、今後とも利用促進に

向けた取り組みや管理のあり方について、指

定管理者である三瓶フィールドミュージアム

財団と協調しながら検討して参りたい。

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 公益法人会計基準に基づく貸借対照表 ① 公益法人会計基準に基づく貸借対照表等

等について について

公益法人会計基準に基づく貸借対照表 指摘に基づき、平成１７年度決算書より総

等の総括表が作成されていなかった。 括表を作成した。

また、計算書類の注記の記載事項に不 また、注記書類については、基本財産の増

、 。備があった。 減額及び残高の項を 同決算書より記載した

② 契約事務について ② 契約事務について

業務委託契約において、委託業務の完 監査後、直ちに処務規程及び起案作成に関

了検査及び委託料の支払いが遅れてい する研修（平成１７年１２月２０日）を実施

た。 し、この中で業務委託契約における完了検査

及び支払事務について、所定の期限内に処理

するよう周知、徹底を図ることとした。

イ 運営の合理化に資する意見

① 三瓶自然館の集客対策について ① 三瓶自然館の集客対策について

三瓶自然館は、自然と親しみ、自然に 島根県では平成１７年度より全国に先駆け

学び、自然を守る心を育てる場、各種自 て指定管理者制度の導入が図られたところで

。 、「 」然情報の交換の場等として整備され、企 ある 従って 運営の合理化に関する意見

画展示や各種講座の開催、資料の収集・ については十分に認識し、既に様々な具体的

保存などを行っている。 な対応を図ってきている。

今後、団体は、企画展示等に一層工夫 ちなみに、指定管理者制度導入後初の企画
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を加えるとともに、県内外の幅広い年齢 展示となった平成１７年度夏期企画展（ 月「

層の人々に利用されるよう広報・啓発に へのいざない ）では、県内教育機関はもと」

努められたい。 より各協力団体からなるプロジェクトチーム

また、アクアス、ゴビウス、世界遺産 を結成し、アメリカ航空宇宙局（ＮＡＳＡ）

登録を目指す石見銀山遺跡等との周遊ル が保有する「月の石」の展示を実現させたほ

ートの設定や共通パスポートの発行など か、広報においても街頭ＰＲや手作り宣伝カ

について検討されたい。 ーの導入など、新たな工夫、試みを取り入れ

た。その結果当初目標３万人（開催期間中）

を大きく上回る８万７千人の入館者を得るな

ど、確実に成果を上げつつある。

また、アクアス、ゴビウスとの連携では、

県内自然系施設として、定期的に三館交流会

議を催し，館長レベル、担当者レベルでの意

見交換はもとより、具体的連携策さらには共

通パスポートの実現化に向け検討を進めてい

る。

石見銀山との連携については、焦眉の急を

迫られているところであり、大田市の他関係

機関との調整を進めながら、既にアクセスマ

ップづくりやガイドブック作成等を関係機関

とともに始めているところである。

（財）島根県環境管理センター

（廃棄物対策課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 支出事務について ① 支出事務について

旅費の額の計算を誤って支給してい 陸路の計算に当たって、片道距離ごとに端

た。 数を切り捨てて計算していたが、往復距離の

合計後の端数を切り捨てる計算に修正してい

イ 運営の合理化に資する意見 る。

① 今後の経営のあり方について ① 今後の経営のあり方について

平成１４年開設以来、単年度の収支均 事業収入の拡大を図るため、会社への訪問

衡が図られるよう努力した結果、事業収 営業、特に収集運搬業者・中間処理業者への

益は増加しており、平成１６年度は黒字 営業活動の強化、県・市町村への紹介活動、

に転換した。 ダイレクトメールでの周知等積極的な営業活

しかしながら、各種リサイクル法の強 動の推進を図っている。

化や産業廃棄物減量税の導入に伴い産業 また、経費の節減を図るため、工事発注単

廃棄物最終処分量の減少が予想されるた 価の検証、設計施工方法の再検討など、一層

め、今後、一層の収益確保の取り組みが の事業コストの削減を図るとともに、費用対
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必要となってくるものと思われる。 効果に意識を持って対応に努めている。

また、一方で現在の管理型第１期処分

場は平成２０年には容量が不足するた

め、今後、第２期工事が予定されている

ことから、多額の投資に伴う借入金償還

金等も増大してくることとなる。

したがって、会社訪問やダイレクトメ

ールの活用などの営業活動を更に強化す

るとともに、委託契約の見直し、予定価

格の精査等競争原理の導入や諸経費の節

減にも努められたい。

島根県民生児童委員協議会

（地域福祉課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 民生児童委員の活動しやすい環境づ ① 民生児童委員の活動しやすい環境づくり

くりについて について

委員は 社会奉仕の精神をもち また 民生委員・児童委員が十分に活動が行える、 、 、

住民の立場に立って相談に応じ、必要な よう、県のホームページで民生委員・児童委

援助を行い、社会福祉の増進に努めるこ 員の活動内容等を紹介するなど、積極的にＰ

ととされている。 Ｒを行っているところである。

核家族化、少子高齢化の進展による独 また、今後は、市町村に対しても、民生委

居老人世帯や子育てに悩む母親等が増加 員・児童委員について積極的にＰＲしてもら

するなかで、地域などの様々な情報の入 えるよう、周知を図る。

手が難しくなったため、 更に、今年度の研修に関しては災害時に要

委員が十分に活動を行うことができに 支援者に対して、迅速に対応することができ

くくなる傾向にある。 るよう 「災害時避難支援活動」に関して研、

ついては、県民の民生児童委員活動に 究協議を行うなど、より実践に即したテーマ

対する十分な理解を得るための を設けることにより、研修の充実を図る。

啓発や、市町村民生児童委員協議会等

が行う適切な情報提供や研修の充実など

により、委員が活動しやすい環境づくり

に努められたい。

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 民生児童委員活動の充実のための取り ① 民生児童委員活動の充実のための取り組

組みについて みについて

、 、地域住民全体による地域福祉の推進が １ 平成１９年１２月の一斉改選に向けて
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求められるなか、そのネットワークの中 地域福祉を推進する観点から、民生委員・児

核的役割を果たす民生児童委員の活動を 童委員及び主任児童委員の定数や単位民生児

、 。充実・強化する必要がある。 童委員協議会の規模について 検討中である

２、各委員が地域福祉の推進役になるため

団体は、委員活動強化のための具体的 に、各研修会では、従来の一方的な講義のみ

な取組みを検討するとともに、市町村民 の形態から、リーダー力やコミュニケーショ

生児童委員協議会等と連携して情報提供 ン力を向上するための演習形態を積極的に取

等の充実に努められたい。 り入れている。

。 ３、民生委員・児童委員が取り組む課題は

時代と共に変化してきている。従来は、高齢

者の介護問題等に関する活動が主であった

が、近年は子育て支援、児童虐待や犯罪から

子供を守ること、また、災害時の非難誘導や

災害に備えた要支援者の把握などへの取り組

みに対しても期待が寄せられている。これら

の新しい課題については、常に理事会等各種

会議や各研修会で取り上げ、具体的な活動や

個別支援につなげるよう努めている。

（社福）島根県社会福祉協議会

（青少年家庭課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○ 公表・指摘事項

① 予定価格の設定について ① 予定価格の設定について

５０万円以上の委託契約において、予 本会経理規程第５４条及び契約事務取扱要

定価格が設定されていなかった。 領第１９条の定めにより、予定価格が５０万

円以上の随意契約については予定価格調書を

作成することとなっているが、職員に徹底さ

れていなかった。

今後各種会議及び研修等を通して職員に徹

底を図ることとしている。

（財）島根県障害者スポーツ協会

（障害者福祉課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項
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① 使用料の収納事務について ① 使用料の収納事務について

体育館利用者の使用料収納にあたり、 島根県立はつらつ体育館は、平成１７年度

児童・生徒等の利用については、利用の から指定管理者による管理へと移行している

、 、都度使用料を現金で受領していたが、そ ため 本指摘事項に係る指摘事項については

の際に領収証を発行していなかった。 回答できない。

② 公益法人会計基準に基づく正味財産増 ② 公益法人会計基準に基づく正味財産増減

減計算書等について 計算書等について

公益法人会計基準に基づく正味財産増 平成１７年度決算より正味財産増減計算書

減計算書が未作成のほか、計算書類の注 も作成、計算書類への注記を記載し、公益法

記が記載されていなかった。 人会計基準に準拠した決算書類を整えた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 自主事業に対する財源確保について ① 自主事業に対する財源確保について

団体は事務局部門の統合による内部管 今年度以降も、賛助会員の募集対象範囲を

理経費の削減や、賛助会員の拡大による 拡大するなど、引き続き賛助会員の拡大によ

会費収入の確保に努め自主事業を行って る会費収入の総額確保に努める。

いるが、金利の低下に伴い基本財産の運 また、運営委員会等において自主事業の実

用益が減少し、将来的にはこの事業の実 施状況を評価し、費用対効果の観点からより

施が困難となる恐れがある。 効率的な事業の実施を図っていく。

ついては、自主事業の見直しや財源確

保について県と一体となって検討された

い。

（財）ホシザキグリーン財団

（水産課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 宍道湖自然館の利活用について ① 宍道湖自然館の利活用について

宍道湖自然館の入館者数は、開館以来 宍道湖自然館の入館者数については、周辺

減少傾向にあるので、他の観光施設等と 観光施設や類似施設の入館者数を曜日別に見

のネットワークによる連携強化を図るな たところ、週末をのぞけば月曜日の入館が最

ど、入館者の増加対策に努められたい。 も多いことから、平成１８年４月１日より周

特に、教育関係機関に対し児童・生徒の 辺の県立大型観光施設（県立美術館、八雲立

自然保護や環境教育の場として活用され つ風土記の丘資料館、三瓶自然館）とともに

るよう働きかけられたい。 休館日を入館者数の少なかった火曜日に一斉

変更し、一層の連携強化を図ることとした。

また、教育庁義務教育課と当課とは宍道湖

自然館管理運営協議会の委員として連携し

スムーズな施設の運営に努めてきているとこ

ろであり、館の教育施設としての側面から、

自然保護や環境教育の場としてＰＲを行うと

ともに、教育事業とも積極的に協力しあって

いくこととしている。今後とも、他の観光施

設や、教育関係機関との連携強化を図り、入

館者数の増加に努める。
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(２) 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 宍道湖自然館の利活用について ① 宍道湖自然館の利活用について

宍道湖自然館の入館者数は、開館以来 ・他の観光施設等とのネットワークによる連

減少傾向にあるので、他の観光施設等と 携強化

のネットワークによる連携強化を図るな これまでも旅行代理店との間でクーポン利

ど、入館者の増加対策に努められたい。 用契約を結び、団体客の確保に努めてきた。

特に、教育関係機関に対し児童・生徒 それ以外に、今年度から近隣観光地（玉造温

の自然保護や環境教育の場として活用さ 泉）のホテル利用客に入館券をセット販売す

れるよう働きかけられたい。 る取り組みを行っている。今後も、このよう

な他機関との連携を強化し入館者数の増加に

努めたい。なお、平成１８年２月から６月ま

での５ヶ月間は前年度を超える入館者数を確

保できている。

・教育関係機関との連携

平成１７年度は別紙１および２のとおり学

校団体や教育関係機関などに観察会など講師

として職員の派遣を実施したほか、来館時に

職員による対応をおこなった。学校などの教

育機関に対しては、このように興味を抱かせ

るメニューを用意して情報発信しているが、

今後とも一層力を入れていきたい。

（財）くにびきメッセ

（商工政策課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 予算及び決算書類の処理について ① 予算及び決算書類の処理について

公益法人会計基準に基づく収支予算書 今後は適切な処理の指導に努める。

の総括表が作成されていなかったり、寄

付行為に定められている事業計画書等

が、知事に報告されていなかったので、

今後は適正な処理がされるよう指導され

たい。

（２）団体

ア 改善等を要する事項

○ 公表・指摘事項
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① 公益法人会計基準に基づく収支予算 ① 公益法人会計基準に基づく収支予算書に

書について ついて

公益法人会計基準に基づく収支予算 今後はこのようなことがないよう公益法人

書の総括表が作成されていなかった。 会計基準を遵守する。

② 予算及び決算事務について ② 予算及び決算事務について

寄付行為第１０条の事業計画書及び 今後は寄附行為に基づき報告を行う。

収支予算書並びに第１２条の事業報告

書及び収支決算書が知事に報告されて

いなかった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 経営の安定化について ① 経営の安定化について

団体は指定管理者の指定を目指して、 一層の利用拡大を目指し、積極的な営業活

組織や職員給与の見直しを行うなど経営 動並びにサービスの向上に努めるとともに維

の効率化に取り組み、平成１７年４月か 持管理のコスト、人件費、諸経費等について

ら指定を受けたところである。 引き続き削減を図る。

一方で、近年会館の利用率が低下傾向

にあり、会費収入も減少している。

したがって団体は、自治体・企業等の

訪問活動を行うとともに、一層のサービ

スの向上に取り組み、施設の利用促進を

図られたい。併せて賛助会員の拡大によ

る会費収入の増加にも取り組まれたい。

また、維持管理のコスト、人件費、諸

経費等についても引き続き削減に努め経

営の安定を図られたい。

川本町商工会

（経営支援課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 中心市街地の活性化について ① 中心市街地の活性化について

中山間地域においては、中心市街地の 島根県の支援を受けた中心市街地商業活性

衰退が大きな問題となっているため、川 化事業による消費者意識調査から、消費の多

本町商工会では、中心市街地の現状と問 様化や車社会による消費の流出という動向に

題点及びその活性化策等について調査研 も拘わらず、消費者の中心市街地の維持に対

究が進められ一定の成果が得られたとこ する期待は大きいことがうかがえた。こうし

ろである。 た有効なデータを基に、今後、事業者側がど

。 、商工会は、この成果を活かして農林水 う応えていくかが課題である １７年度以降

産業と一体となった中心市街地の活性化 アンケートから分析検討した課題に対し、具

に取り組まれたい。 体的実施事項を掲げ、接客・個店の美化、行
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政の協力を得ての歩道整備・カラー舗装等、

出来ることから実施している。

また、公共工事の減少により、急激に経営

が脆弱化傾向にある建設業者に対し、川本町

の資源である農林水産物を利用した新分野へ

の進出支援、各種情報・研修会開催情報等を

タイムリーに提供するなど、経営革新に向け

た支援を強化している。

第３次産業中心の町から、今後は第１次産

業の掘り起こしを行い、それらの産物からの

高付加価値商品の開発に至るまで、町全体の

経済（貨幣）の循環を変えるための施策を、

行政と一体となって進めて参ります。

その一貫として、商工会員・医療機関・農

業者・ものづくり団体等の主要メンバーが発

起人となった「まちづくりＮＰＯ法人」を立

ち上げ、現在、法人格取得へ向けた申請を行

っています。今後はより多くの住民の賛同者

も得ながら、行政と連携した町の活性化に取

り組む予定であり、商工会はその中心的役割

を担って参ります。

桜江町商工会

（経営支援課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 支払事務について ① 支払事務について

職員の通勤手当の認定を誤って支給 指摘事項を認め、当該職員の認定を取り消

していたものがあった。 すとともに、当該年度の通勤手当について返

還等の措置を講じた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 地域特産品の開発支援について ① 地域特産品の開発支援について

中山間地域においては、人口減少や少 中山間地域においては、人口減少や少子高

子高齢化の進展に加え公共事業の減少等 齢化の進展に加え公共事業の減少等に伴い地

に伴い地域経済力の低下が大きな問題と 域経済力の低下が大きな問題となっている

なってきているが、桜江町では、地域資 が、桜江町では、地域資源を活用した特産品

源を活用した特産品開発が進行しつつあ 開発が進行しつつある。

る。商工会としても、農林水産業と連携 商工会としても、農林水産業及び行政と連

してこうした動きを一層支援されたい。 携をとりながら事業を推進していく。
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日原町商工会

（経営支援課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 扶養手当の認定について ① 扶養手当の認定について

被扶養者の所得要件を判断する証 平成１７年度分については年金の源泉徴収

拠書類がないまま、職員の扶養手当 票にて所得金額を確認しました。平成１８年

を認定していた。 度分からは所得証明により所得金額を確認し

ます。

江津商工会議所

（経営支援課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 会計に関する規程について ① 会計に関する規程について

会計に関する規程が整備されてい 庶務規程の中に、第四章事務処理・第五

なかった。 章決裁・第六章会計を明文化し、規程整備を

。（ 、行った 平成１８年３月９日常議員会承認

改正庶務規程添付）

（財）島根県体育協会

（保健体育課）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

イ 運営の合理化に資する意見

① 県立ライフル射撃場の管理について ① 県立ライフル射撃場の管理について

県は、この施設の管理を団体に委託し 施設の使用に際しては、使用者から使用許

ているが、団体は 「使用許可申請書」 可申請書を徴取するなど、島根県立ライフル、

を使用者から徴することなく施設を使用 射撃場条例及び同施行規則に基づき適切な管

させていたり、使用料を調定していた。 理運営を行うよう指導する。

今後、団体に対して、施設の管理を適

正に行うように指導されたい。
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(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 管理業務について ① 管理業務について

県立ライフル射撃場の「使用許可申 島根県立ライフル射撃場条例及び同施行規

請書」を使用者から徴することなく施 則に基づいた、適正な管理運営を行う。

設を使用させていたり、使用料を調定

していた。

（財）島根県教職員互助会

（福利課 ）

(１) 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おお

。むね適正に執行されているものと認めた

(２) 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 執行伺について ① 執行伺について

説明会における会場使用料に関する 今後は必ず事前に執行伺いをするなど適正

執行伺が作成されていなかった。 な執行に努めます。

② 契約方法について ② 契約方法について

５０万円以上の委託契約において予 単価契約の場合においても、総額で５０万

定価格が設定されていなかった。 円以上が見込まれるときには予定価格を定め

るよう職員に徹底した。今後は適正な契約に

努めます。


